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様式－１

主要成果目標・指標１

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 基幹的な農業水利施設の機能を維持する対策により農業生産が持続される農地面積

指標管理課(班) 農村整備課（水利施設保全チーム）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

ー ２２，０００ha ７０，０００ha

１ 目標・指標の内容
農業水利施設が持続的に機能を発揮していくためには，適時適切な機能診断や整備補修等の対

応が不可欠となります。県内の農業水利施設の６割以上が標準耐用年数を超えており，今後も老
朽化施設は増加していく傾向にあり対策費用の増大が懸念されます。このことから，施設機能を
適正に維持していくためには，効率的な整備補修により長寿命化を図り機能保全コストの抑制に
努める必要があります。

県内の農業水利施設は概ね４千施設に及びますが，そのなかでも機能障害によって大きな被害
が想定される施設が用排水機場であり，その数は概ね２千施設に及びます。これら影響度合いの
大きな用排水機場の機能状態を把握することで農業水利施設全般の機能状態を捉えることが可能
と考えられます。また，受益面積１００ha以上の基幹的な用排水機場の総受益面積は，概ね県内
の全水田面積をカバーするものです。これらの施設は，現在，適正に機能が発揮されていますが
今後１０年間で機能維持対策を行わなければ機能低下や機能停止が懸念される施設が存在します。
このことから，今後１０年間で対策が必要な受益面積１００ha以上の基幹的な用排水機場を対象
に農業農村整備事業で対策を実施した施設の受益面積の累計をもって成果指標とします。

２ 目標・指標設定の根拠
受益面積１００ha以上の用排水機場を基幹的農業水利施設として捉え，これら施設に対して機

能診断を実施し，その結果から今後１０年間で対策が必要とされた施設を対象に農業農村整備事
業を計画的に導入し対策を図ります。

機能維持対策は，主に基幹水利施設ストックマネジメント事業及び土地改良施設維持管理適正
化事業で取り組み，用排水機場の保全対策工事が完了した施設の受益面積の累計をもって成果指
標とします。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
対策事業の大半を占める基幹水利施設ストッ 受益面積100ha以上の基幹的用排水機場を対

クマネジメント事業については平成１９年度に 象として，平成２２年度から平成３２年度までの
創設され，宮城県で本事業により新たに事業着 １１年間で実施した機能維持対策を実施した施設
手したのは平成２１年度からであることから， の受益面積の累計とします。
当該年度を基準年としゼロからのスタートとし
た。 対策を行った施設の受益面積

２２，０００ha（中間）
対策を行った施設の受益面積

７０，０００ha（目標）
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様式－１

主要成果目標・指標２

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 整備済み水田における耕地利用率

指標管理課(班) 農村整備課（ほ場整備班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

１０２％ １０２％ １０２％

１ 目標・指標の内容
整備された優良農地を最大限活用することにより，国内自給率が低い大豆や麦等の水田利用型

農作物の生産量が増大していくとともに，供給力も増加することから整備済み水田の生産力の効
果を示す指標として耕地の利用率を設定します。現在，県内の平均水田利用率86.6%(H20年度
値,東北農政局発表)に対し，整備済み水田では，2年3作体系（米・麦・大豆）を行っている地域
もあることから，101.8%と高い水準を保っています。

２ 目標・指標設定の根拠
農地の利用率の向上は，県・市町村・土地改良区・ＪＡ・地域農家の合意とお互いの協力と連

携があり達成されるものです。
今後，なお一層の水田利用率を高めていくためには，各種事業の展開をしていくことはもちろ

んのこと，県が有する調整力を発揮して更なる効果の発現を望むものです。さらに，整備済み水
田の土質診断（非予算的手法）等により利用率向上の障害を把握し，適切な対策の実施に向けて
検討を行います。

延べ作付け面積(耕地面積＋2年3作体系面積－管理休耕面積)
耕地利用率＝ × １００

耕地面積

※ 整備済み水田とは，担い手育成基盤整備事業，経営体育成基盤整備事業，２１世紀型水田農
業モデルほ場整備促進事業及び低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業実施地区で算定把握。

（149地区）

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
農地整備課構造改善班で把握できる担い手及 農業者戸別補償制度などの実施により，転作地

び経営体育成基盤整備事業地区等の133地区 における米粉用米や飼料用米などの作付けが多く
で把握し，算出した平成21年度実績の数値を なること等今後の担い手経営体の経営判断等を考
使用します。 慮し推測すると，数値の減少が予測されることか
耕地利用率＝(27,184.7ha+555.4ha-75.9ha) ら，今後もこの数値を維持していくものとして目

／(27,184.7ha)*100=101.76% 標設定します。

※参考(H21実績値,農地整備課調べ)
・149地区耕地面積 27,184.7 ha
・麦・大豆作付け面積 555.4 ha
・管理休耕面積 75.9 ha
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様式－１

主要成果目標・指標３

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 事業実施地区内における中核的な農業者等の経営面積割合

指標管理課(班) 農村整備課（ほ場整備班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

５７％ ６１％ ６４％

１ 目標・指標の内容
水稲を中心とした土地利用型農業において，意欲と能力のある担い手経営体を育成するために

は，整備された大区画ほ場での団地化，大型機械化体系による低コスト農業の展開等が必要です。
そのためには担い手経営体の経営面積の増加（経営規模拡大）による経営基盤の強化を図らなけ
ればならないことから，整備済み耕地面積に占める担い手経営体の水田面積の割合で評価するも
のです。

２ 目標・指標設定の根拠
今までの実績から傾向の分析を行い目標値を設定すると共に，国が打ち出した経営所得安定対

策等大綱による農業構造改革の推進を加味して設定します。本県にとっては水田農業の構造改革
を図っていく新たな農業施策であり，国，県，市町村，ＪＡ，農家等各関係機関が各々の役割を
果たしていく必要があります。

整備済み水田における担い手経営体の経営面積割合
＝（整備済み水田における担い手経営体経営面積）÷（整備済み水田耕地面積）

※整備済み水田とは，担い手育成基盤整備事業，経営体育成基盤整備事業で把握し算定
なお，21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業及び低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業

完了地区については，モデル的に取り組む地区について把握予定
また，担い手経営体：経営所得安定対策要件の認定農業者および特定農業団体等

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
H16時点で把握している，経営所得安定対 活性化計画で目標としている県内平均値50%

策大綱の要件に合っている担い手経営体の面積 の8割を目標値として設定しました。
から算出します。 50%*0.8＝40%

経営面積割合 なお，8割は担い手及び経営体育成基盤整備地
＝1,955.6／17,058.8*100=11.5 区の事業完了時における採択要件で，地区目標値

% *8割を準用しています。
※参考(H16実績値より，農地整備課算定)
・初期値の担い手経営体の要件は，4ha以上

の認定農業者及び20ha以上の農業法人で算
定。

・現在数値把握可能な，担い手及び経営体育
成基盤整備地区91地区で算定。
・91地区水田面積 17,058.8 ha
・経営所得安定要件である経営体の面積

認定農業者4 ha要件 1,834.1 ha
20 ha以上農業法人 121.5 ha

計 1,955.6 ha
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様式－１

主要成果目標・指標４

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 協働活動による農地等の保全面積割合

指標管理課(班) 農村振興課（企画調整班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

５７．１％ ５９．８％ ６１．９％

１ 目標・指標の内容
安定的な農業生産活動を支えている農業水利施設の維持・保全活動などを行う集落機能は，昔

から集落内の暗黙の約束事として引き継がれてきたものであるが，近年農村地域の過疎化，高齢
化，混住化，農家数の減少等により，その集落機能の低下が懸念されている。

こうした状況の中，平成19年度に農地・水・環境保全向上対策が制度化され，従来からの集落
の暗黙の約束事を「協定」という形で明文化し，農地や農業用水等の持続的な維持・保全活動を
協定に基づく交付金によって，支援・誘導する仕組みができあがった。

今後は，この農地・水・環境保全向上対策の協定活動等をモデルとし，暗黙の約束事を明文化
し持続的に取り組む活動とした農地の保全面積を県全体の耕地面積に対する割合でしめしたもの
を指標とする。

２ 目標・指標設定の根拠
現状で協定などにより明文化した形で農地等の保全活動を行っているのは次のとおりである。

（46,131ha）
(１) 農地・水保全管理交付金事業（旧農地・水・環境保全向上対策）による協定活動 43,949ha
(２) 中山間地域等直接支払制度による協定活動 2,182ha
また，ほ場整備実施区域の末端農業水利施設の維持・保全は，従前は集落や個別農家が行って

いるが，整備後は用水パイプラインを始め土地改良区の直接管理に移行するのが一般である。従
来の集落等の管理に加え，土地改良区組織としての管理責任が加わるため維持・保全機能は間違
いなく強化されることから，ほ場整備受益面積を「農地等の保全活動を行った面積」としてカウ
ントする。（農地・水・環境保全向上対策等と重複する区域の面積は数値から除外）

(３) ほ場整備実施による協働活動 31,815ha
現在のほ場整備事業計画書の「施設管理予定者」の対象とする施設は主に基幹的施設のみであ

り，集落等が管理する末端農業水利施設は含まれていないため，管理責任が明確化されていない。
よって，今後はほ場整備事業計画書等の添付資料として，用水パイプライン等の「末端農業水利
施設の管理方法」（例えば，○○土地改良区管理，○○集落の共同管理など）を記載した書類を追
加することにより，ほ場整備事業に伴う末端農業水利施設の管理責任を明確化し「集落協定」に
準ずるものとして捉え一層の充実を図る。
（農地・水・環境保全向上対策等と重複する区域はH22，H23新規地区から推定し50%と仮定）

(４) ほ場整備実施による協働活動予定 2,440ha=(76,500ha-71,620ha)×50%
◇H32 2,440ha=(76,500ha-71,620ha)×50%
◇H27 1,440ha=(74,500ha-71,620ha)×50%

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値(H21) ●目標値(H27，H32)
★ ほ場整備実施による協働活動 ※ 協働活動による農地等の保全面積割合（％）

A=31,815ha(=58,548-(26,603+130)) H32目標

土地改良区受益内のほ場整備済面積 58,548ha (43.949+2,182+31,815+2,440)/129,950=80,386/129,950=61.9%

うち農地・水・保全管理交付金事業協定面積 26,602ha H27目標

うち中山間地域等直接支払協定面積 130ha (43,949+2,182+31,815+1,440)/132,690=79,386/132,690=59.8%

H21基準

(43,949+2,182+31,815)/136,600=77,946/136,600=57.1%
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様式－１

主要成果目標・指標５

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協働活動に参加した人数

指標管理課(班) 農村振興課（企画調整班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２1） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

15,000人 45,000人 70,000人

１ 目標・指標の内容
農村地域の過疎化や混住化，若年層の新規就農者が依然少なく，農業従事者の高齢化等に歯止

めがかからない中，地域活動の減少による集落機能（コミュニティー）は未だ低下傾向にあり，
農村が持つ地域資源の保全が困難な状況が続いている。また，農村地域においても自然豊かな環
境が減少し，子ども達が自然や友達，家族，地域とふれあう機会も減っており，農村地域が活性
化していくためには，県民（地域住民）に農業・農村の魅力を再認識してもらう必要がある。

宮城の将来ビジョンにおいては，県民やＮＰＯ等多様な主体との連携による自然環境の保全に
関する取組や体験学習が実践され，水田や里地里山等が単なる生産の場の外に，自然とふれあう
場として活用されている姿を目指すため，地域での情報の共有化に向けた体制整備，意識の醸成
を図ることとしている。さらに，地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協働活動の展開を
図るには，県民（地域住民）や子ども達を含めた学校関係者，農業関係者など多くの人々に協働
活動に参加してもらうことが重要であり，より多くの人々が，農村環境保全等の協働活動に参加
してくれるよう，支援を行っていくこととする。

２ 目標・指標設定の根拠
「情報の共有化に向けた体制整備」としては，土地改良区や地元農業者等とともに，非予算的

手法により実施する「水土里（みどり）の路ウォーキング」に関するウォーキングマップ作成な
どを通じて，情報の共有化に向けた体制整備を支援する。

〈水土里(みどり)の路ウォーキング支援活動〉なウォーキングマップの作成 etc．．．
「意識の醸成」としては，土地改良区や地元農業者等とともに，非予算的手法により実施する

下記取組等を活用し，県民（地域住民）に農業・農村の魅力を再認識してもらい意識の醸成を図
る。〈みやぎの田園環境教育支援活動〉県職員講師の派遣 etc．．．
◆「水土里（みどり）の親子移動教室」，◆「田んぼの生きもの調査」，◆「田んぼの学校」

「人材及び組織の育成」としては，上記の活動を通じて，地元協力者や「生きもの観察会」，「体
験学習会」，「農業水利施設学習会」等に独自に取り組んでいるＮＰＯ等を核とした協働組織の育
成及び体制整備活動の支援を行う。人材の掘起しや育成を支援 etc．．．

目標指標値は，より多くの県民（地域住民）に農業・農村の魅力を再認識してもらうい，意識
の醸成を図り，地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協働活動に参加してもらう必要があ
ることから，事業期間内に，地域で実施した農村環境保全等の協働活動に資する取組みに参加し
た人々の累積総数とする。（H21：5,108人）

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
現況人数は，みやぎ農業農村整備基本計画の 目標人数は，平成18～20年度の平均の増加数

改定を行った平成１８年度から調査を開始した をトレンド値とし，5年分を乗じて算出し設定し
が，宮城の将来ビジョン第2期行動計画の指標 ている。
と整合をとるため，平成1９～20年度の累積 平均の増加数トレンド値
人数を基礎としている。 H18 5,021人 14,947人÷3年＝4,982人

H19 5,134人 改め5,000人
H20 4,792人 H27 15,000人＋5,000人×6年
H1９～H20の累計人数9,926人 ＝45,000人
H21 5,108人 ∴H21まで15,034人 H32 15,000人＋5,000人×11年

改め15,000人 ＝70,000人



- 6 -

様式－１

主要成果目標・指標６

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 主要な都市農山漁村交流拠点施設の利用人口

指標管理課(班) 農村振興課（企画調整班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（H21） （H27） （H32）

９０１万人 １，０００万人 １，１００万人

１ 目標・指標の内容
都市と農村の共生・対流を通じた農村活性化の展開を図る成果指標として，グリ－ン・ツ－リ

ズムなどの促進を定量的に表すため，都市と農山漁村の交流に係る主要な拠点施設（農林漁家民
宿，民泊登録農林漁家，ワ－キングホリデ－受入農林漁家，農林漁家レストラン，農産物直売所，
公設宿泊施設）の利用者数を指標とする。

２ 目標・指標設定の根拠
定住人口の期待ができない農山漁村においては，都市住民を対象とする交流人口の増加が地域

活性化のキ－ワ－ドになっており，自然環境，食材，伝統文化等を活かした交流活動の促進を図
るグリ－ン・ツ－リズムが脚光を浴びている。

そのことから，グリ－ン・ツ－リズムの促進を定量的に表す方法として，都市と農山漁村の交
流人口の増加を掲げ，主要な交流拠点施設（農林漁家民宿，民泊登録農林漁家，ワ－キングホリ
デ－受入農家，農林漁家レストラン，農産物直売所，公設宿泊施設）の利用人口を目標指標とす
る。

なお，本成果指標は，子ども農山漁村交流プロジェクト等の新たな顧客ニ－ズへの対応も考慮
しており，教育機関等と連携した交流機会を提供，法制度面の整備（規制緩和等），実践者及び地
域ツ－リズム組織等の育成，農林漁家民宿等の起業支援等を行い，利用者数の増加を目指してい
くこととする。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値(H21) ●目標値(H27，H32)
主要な交流拠点施設（①農林漁家民宿，②民 基本的に，各種施設項目毎のH17～H21の利

泊登録農林漁家，③ﾜ-ｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞ-受入農林漁家， 用者数実績からの伸び率を算出し，初期値(H21)
④農林漁家レストラン，⑤農産物直売所，⑥公 に伸び率を乗じて算定する。なお，農林漁家レス
設宿泊施設）利用者数の最新の実績値である平 トランについては，新規開設店を年２箇所，新規
成21年度を初期値とする。 利用者数をH17～H21の平均利用者数として算

定する。
①農林漁家民宿利用者数：4,541人 伸び率 H27 H32
②民泊登録農林漁家利用者数：1,415人 ① 100.0％ 4,541人 4,541人
③ﾜ-ｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞ-受入農林漁家利用者数：5人 ② 206.2％ 25,583人 25,583人
④農林漁家レストラン ：319,653人 ③ 5人/年 35人 60人
⑤農産物直売所利用者数：8,508,337人 ④ 2ｹ所/年 347,461人 421,461人
⑥公設宿泊施設利用者数：181,444人 ⑤ 102.2％ 9,695,049人 10,809,472人

⑥ 100.0％ 181,444人 181,444人
計 9,015,395人

計 10,254,113人 11,442,561人
改め 901万人

改め 1,000万人 1,100万人
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様式－１

主要成果目標・指標７

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 農地等被害防止面積

指標管理課(班) 農村整備課（防災対策班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

３９，４５３ha ４１，０５０ha ４１，５５１ha

１ 目標・指標の内容
地球温暖化の進行に伴い大雨の頻度が高まる等，甚大な自然災害による被害リスクが増大して

いる。地域の湛水被害や老朽化したため池等の農業用排水施設の整備・補強を実施する事により，
自然災害から流域住民の生命や財産を守り農地を保全することから，快適な暮らしを守る生活環
境の整備につながる。

流域開発などの立地条件の変化により排水条件が悪化した地域の湛水被害の防止やため池の老
朽化などによる堤防の決壊などからの被害を防止するため，排水機場の新設や排水ポンプの更新
整備，ため池及び用排水路などの整備補強等の対策によって，被害を未然に防止した農地等の面
積である。

２ 目標・指標設定の根拠
ため池等整備事業（ため池整備，用排水施設整備）及び湛水防除事業に係る各年度の完了地区

の受益面積の累計を農地被害防止面積とする。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
<～Ｈ２１> <Ｈ２２～Ｈ２７>
ため池整備による被害防止面積 ため池整備による被害防止面積

５４地区 １２，３１６ha ５地区 １３１．６ha
用排水施設整備による被害防止面積 用排水施設整備による被害防止面積

４８地区 １７，０４０ha ４地区 ２４１．０ha
湛水防除による被害防止面積 湛水防除による被害防止面積

５６地区 １０，０９７ha ５地区 １，２５９．０ha

計 ３９，４５３ha 小計 １，６３１．６ha

<Ｈ２８～Ｈ３２>
ため池整備による被害防止面積

３地区 ４６７．０ha

小計 ４６７．０ha

合計 ２，０９８．６ｈａ



「第２期みやぎ農業農村整備基本計画」

整備目標指標説明書
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様式－２

主要整備目標・指標１

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 基幹的な農業水利施設の機能を維持する対策を行った施設数

指標管理課(班) 農村整備課（水利施設保全チーム）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

－ １００施設 ２２０施設

１ 目標・指標の内容
農業水利施設が持続的に機能を発揮していくためには，適時適切な機能診断や整備補修等の対

応が不可欠となります。県内の農業水利施設の６割以上が標準耐用年数を超えており，今後も老
朽化施設は増加していく傾向にあり対策費用の増大が懸念されます。このことから，施設機能を
適正に維持していくためには，効率的な整備補修により長寿命化を図り機能保全コストの抑制に
努める必要があります。
県内の農業水利施設は概ね４千施設に及びますが，そのなかでも機能障害によって大きな被害

が想定される施設が用排水機場であり，その数は概ね２千施設に及びます。これら影響度合いの
大きな用排水機場の機能状態を把握することで農業水利施設全般の機能状態を捉えることが可能
と考えられます。また，用排水機場の約半分が受益面積１００ha以上の基幹的な施設であり支配
面積は概ね県内の全水田面積をカバーするものです。これらの施設は，現在，適正に機能が発揮
されていますが今後１０年間で機能維持対策を行わなければ機能低下や機能停止が懸念される施
設が存在します。このことから，今後１０年間で対策が必要な受益面積１００ha以上の基幹的な
用排水機場を対象に農業農村整備事業で対策を実施する施設数をもって整備指標とします。

２ 目標・指標設定の根拠
受益面積１００ha以上の用排水機場を基幹的農業水利施設として捉え，これら施設に対して機能
診断を実施し，その結果から今後１０年間で対策が必要とされた施設を対象に農業農村整備事業
を計画的に導入し対策を図ります。
機能維持対策は，主に基幹水利施設ストックマネジメント事業及び土地改良施設維持管理適正

化事業で取り組み，用排水機場の対策工事が完了した施設数をもって整備指標とします。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
対策事業の大半を占める基幹水利施設ストッ 受益面積100ha以上の基幹的用排水機場を対

クマネジメント事業については平成１９年度に 象として，平成２２年度から平成３２年度までの
創設され，宮城県で本事業により新たに事業着 １１年間で機能維持対策工事が完了した施設数と
手したのは平成２１年度からであることから， します。
当該年度を基準年としゼロからのスタートとし
た。 機能維持対策施設数 １００施設 （中間）

機能維持対策施設数 ２２０施設 （目標）
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様式－２

主要整備目標・指標２

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 基幹的な農業水利施設の整備延長

指標管理課(班) 農村振興課（地域計画班）／農村整備課（水利施設保全チーム）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

７９ｋｍ ９２ｋｍ １１５ｋｍ

１ 目標・指標の内容
「食料供給力強化に資する基盤整備の推進」を図るには，農業生産の基礎となる農業用水の確

保，適期・適量供給（水利用の安定化，合理化等）及び農業排水の改良を目的とした基幹的農業
水利施設の整備（新設・更新・補修）を行うことが必要であり，このことにより農業の持続的発
展と農業の有する多面的機能の発揮も図られます。基幹的農業水利施設には，用水施設としてダ
ム，頭首工，用水路，用水機場等があり，排水施設として排水路，排水機場，排水樋門等があり
ます。これら施設の整備は，国営かんがい排水事業，県営かんがい排水事業等により実施され，
国営事業は受益面積が５００ha以上，県営事業は受益面積が１００ha以上の規模のものを対象
とし基幹的農業水利施設として位置づけされます。このことから，今後１０年間における受益面
積１００ha以上の基幹的農業水利施設の整備量（水路の整備延長）をもって食料供給力強化及び
維持に資する基盤整備の進度を評価するものです。

２ 目標・指標設定の根拠
基幹的農業水利施設のうち，用水施設は一般的に上流施設（ダム，頭首工等）から整備を開始

し末端（下流）施設である用水路の整備をもって完了となります。また，排水施設は下流施設（排
水機場等）から整備を開始し末端（上流）施設である排水路の整備をもって完了となります。
かんがい排水事業には，用水施設のみを整備するケース，排水施設のみを整備するケース及び

用水・排水の両施設を整備するケースがありますが，いずれのケースにおいても水路整備が行わ
れ，末端水路が整備されて完全に効用が発揮されることになります。このことから，整備指標と
しては，水路整備量（延長）を管理することが適当と判断され，今後１０年間における受益面積
１００ha以上の用排水路の整備延長を指標として設定するものです。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
国営かんがい排水事業及び県営かんがい排水 国営かんがい排水事業及び県営かんがい排水事

事業等により，平成２1年度までに整備された，業等により，今後１０年間で整備を必要とする受
受益面積100ha以上の基幹的用排水路の延長 益面積100ha以上の基幹的用排水路の延長を初
とします。 期値に加算し目標値とします。

初期値（平成２1年度現在）Ｌ＝７９km 平成２7年度目標値 Ｌ＝ ９２km

平成３2年度目標値 Ｌ＝１１５km



- 3 -

様式－２

主要整備目標・指標３

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 農業水利施設の機能診断実施施設数

指標管理課(班) 農村整備課（水利施設保全チーム）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

３２３施設 ６２０施設 ８２０施設

１ 目標・指標の内容
農業水利施設が持続的に機能を発揮していくためには，適時適切な機能診断や整備補修等の対

応が不可欠となります。県内の農業水利施設の６割以上が標準耐用年数を超えており，今後も老
朽化施設は増加していく傾向にあり対策費用の増大が懸念されます。このことから，施設機能を
適正に維持していくためには，効率的な整備補修により長寿命化を図り機能保全コストの抑制に
努める必要があります。
効率的な整備補修を行うためには，農業水利施設の全てを対象として機能診断を行い劣化状況

を把握することが求められますが，膨大な施設数を短期間で一斉に診断することは非常に困難で
す。そこで不測の事態に陥った場合に被害が甚大と想定される施設の診断を優先的に行うことと
します。
具体的には，県内の農業水利施設（概ね４千施設）のうち標準耐用年数を超過したした施設は，

２千５百施設ほどありますが，その中から機能停止した場合の影響度合いが大きい受益面積２０
ha以上の施設（８２０施設）について，県，市町村，土地改良区，土地改良事業団体連合会で組
織する「農業水利施設ストックマネジメント推進会議」により一次機能診断（簡易診断）を行い，
施設の健全度の評価と機能保全対策の検討を行い，これに基づいて随時対策工事に移行します。
以上のことから，機能診断実施施設数をもってストックマネジメントの推進成果の進度を評価

するものです。

２ 目標・指標設定の根拠
県，市町村，土地改良区等が造成した受益面積２０ha以上の農業水利施設で，標準耐用年数を

超過した施設は８２０施設あります。この施設の機能診断は，平成２１年度までに３２３施設で
行っており，残りの４９７施設を目標年である平成３２年度までに全て完了し，整備補修の必要
な施設ついては，随時対策工事に着手していくこととしていることから，今後１０年間における
農業水利施設の機能診断実施施設数を指標として設定するものです。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
受益面積２０ha以上の農業水利施設で，標 受益面積２０ha以上の農業水利施設で，標準

準耐用年数を超過した施設は，８２０施設（県 耐用年数を超過した施設である８２０施設のう
営造成施設：302施設，団体営造成施設：５ ち，平成２１年度末時点で未了の施設は４９７施
１８施設)存在します。そのうち，平成２１年 設であり，この施設を平成２２年度から平成３１
度までに診断を終えた施設が３２３施設となっ 年度までの１０年間で診断することとします。
ている。

４９７÷１０≒５０施設（年間）
３２３施設（初期値）

機能診断を実施した施設数
６２０施設（中間）

（上記の対象施設に国営造成施設は含まない） ８２０施設（目標）
（平成３２年度は予備年）
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様式－２

主要整備目標・指標４

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 土地改良区数

指標管理課(班) 農村振興課（指導班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

５６土地改良区 ４１土地改良区 ４１土地改良区

１ 目標・指標の内容
土地改良施設を適切に維持管理していくためには，その主体である土地改良区の組織運営基盤

が強固である必要がある。また，組合員の減少や未収賦課金の増加など土地改良区の運営は厳し
さを増しており，一層の業務運営の効率化が求められている。
よって，施設の維持管理体制を充実させるため，合併により組織運営基盤の強化を図る必要が

あり，その指標として土地改良区数を用いるもの。

２ 目標・指標設定の根拠
現在合併計画のある地区（第４次統合整備基本計画で合併計画がありながら合併に至っていな

い地区と，国営造成ダム管理の関係で合併予定の大崎地区）が予定どおり合併した場合の数値と
した。
（H27年度以降の計画はないためH32年度も同値）

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
平成22年度末の土地改良区数 現在合併計画のある地区が予定どおり合併した

場合の数値とした。
（H27年度以降の計画はないためH32年度も同
値）

圏域別目標
大河原 ９→８
仙台 １３→１３
北部 １８→７
東部 １５→１２
南三陸 １→１
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様式－２

主要整備目標・指標５

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 償還対策導入調整実施地区数

指標管理課(班) 農村振興課（広域水利調整班／指導班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

６地区 ９地区 ９地区

１ 目標・指標の内容

国営土地改良事業の農家負担金について，法で定められた償還方法では金利負担が大きい（金
利５％）ため，関係土地改良区，県土地改良事業団体連合会と連携して，金融機関の低利資金へ
の借換等を支援することにより，国への繰上償還を推進し，農家負担の軽減を図る。

２ 目標・指標設定の根拠

償還対策計画の９地区のうち，Ｈ２１年度までに繰上償還した６地区（角田地区・亘理山元地
区・山元地区・大崎西部地区・迫川上流２期地区・江合川地区）に続き，Ｈ２２年度には２地区
で繰上償還を実施する。
なお，繰上償還の導入に向けた調整については，Ｈ２５年度に１地区行う。

（繰上償還）・鳴瀬川１期地区(予定軽減額：348百万円)
・鳴瀬川２期地区(予定軽減額：966百万円)

（導入調整）・中津山地区

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値

繰上償還 繰上償還
６地区（角田地区・亘理山元地区・山元地区 Ｈ２２年度に２地区（鳴瀬川１期地区・鳴瀬川

・大崎西部地区・迫川上流２期地区・江合川地 ２期地区）
区）

導入調整
Ｈ２５年度に１地区（中津山地区）
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様式－２

主要整備目標・指標６

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 水田整備面積

指標管理課(班) 農村振興課（地域計画班）／農村整備課（ほ場整備班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

71,620 ha 74,500 ha 76,500 ha

１ 目標・指標の内容
米所である本県は，太平洋沿岸部から奥羽山脈のふもとにかけて広がる広大な平野を利用し，

ササニシキ、ひとめぼれなどの稲作中心の水田農業が盛んです。
経営体育成基盤整備事業等の事業は，狭くて形がバラバラな水田を大きな水田に整備するのに

併せて，用水路，排水路や農道なども整備するほか，換地により，散らばった水田等をまとまっ
たものにし，コンバインなど大きな機械の使用と，よりよい水管理を行えるようにします。また，
地域の農業を将来的に支える担い手の育成と，これら担い手のもとへ農地を集めることにより，
農作物の生産性が上がる効率のいい農業の実現を目標としています。

２ 目標・指標設定の根拠
地域農業を将来的に支える担い手へ農地集積を促進し，その経営基盤の強化を図るには，条件

の悪い農地の整備を今後も推し進めていく必要があることから，水田整備面積を指標として設定
しました。
なお，現状では県財政が危機的な状況にあり，限られた財源で対応せざるを得ないことから，「次

期・財政再建推進プログラム」により継続されるキャップ制に基づき推測される毎年▲5%の予
算と事業管理計画から整備量を想定し，推進するものとします。

（参考）
一般的に整備する水田は，標準区画が３０ａ，大区画が１ｈａ以上とされていますが，標準区

画を３０ａにすることで，田差が１ｍ以上になり農地の保全上好ましくない区域や排水条件を悪
化させる区域，中山間地域等の条件不利地域では２０ａでもよいことにしています。そのため，
本県では２０ａ以上に整備された水田を整備済み水田と定義しています。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
H21年度までに20a以上に整備した水田面 事業管理計画を基礎とし，毎年かけられると推

積を初期値として設定します。 測される▲5%のキャップ制予算から推計し，水
田整備面積を算出しました。

（Ｈ21まで実績）
水田整備面積＝71,620ha H26（中間年：H21実績の85%規模で推計）

水田整備面積＝71,620ha＋671ha×0.85×5ヶ年

（参考） ≒74,500ha

Ｈ21の宮城県の水田面積：110,466ha （参考）水田整備率＝74,500÷107,789＝69.1％
水田整備率＝71,620ha÷110,466ha

＝64.8% H31（目標年：H21実績の60%規模で推計）
水田整備面積＝74,500ha＋671ha×0.60×5ヶ年

H21の水田整備面積（単年）：671ha ≒76,500ha

（参考）水田整備率＝76,500÷105,760＝72.3％
※水田整備率の分母は，各年度の宮城県の水田面積の見通し値である。
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様式－２

主要整備目標・指標７

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 基幹的農道整備延長（地区数）

指標管理課(班) 農村振興課（地域計画班）／農村整備課（農村環境整備班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

１，９１９ｋｍ １，９３7ｋｍ １，９３7ｋｍ
８９５地区（累計） ５地区 ５地区

１ 目標・指標の内容
未舗装箇所の整備や，流通の効率化のための路線整備を行い，農作物の流通コストの軽減や荷

傷みの防止など，農村集落と農地や集出荷施設などの農業施設を効率的に連絡する農道網の整備
を進める。これにより，農業生産の近代化と，都市・農村間交流や農村地域の活性化，定住の促
進を図るものである。
整備指標は，効果発現が事業完了時となるため完了地区数での管理が適当である。

２ 目標・指標設定の根拠
農道事業が重点施策となっており年度スケジュールを示していることと，整備計画が策定され

ていることから，平成２０年度までに完了した延長を基準とし，現在実施中の地区の工期が最長
で平成２６年となっていることから，平成２６年度までの整備目標を設定し，平成３１年度まで
の整備目標は同値とする。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
平成２１年度までの舗装済みの整備延長を基 現在実施中の地区の工期で最長のものが平成２

準とする。 ６年までの事業期間となっているため，実施地区
・Ｈ２１までの整備済み延長 の合計をＨ２６目標値とする。

Ｌ＝１，９１９．５ｋｍ
・Ｈ２１までの完了地区数 平成２６年度目標値

８９５地区 Ｌ＝１，９３７ｋｍ

・Ｈ２２継続地区 平成３１年度目標値
広域 仙南２期地区（H17～H24）3.5 Ｌ＝１，９３７ｋｍ

仙南東部２期地区（H17～H23）0.7 広域 3.5+0.7 = 4.2km
一般 足立地区（H19～H22）2.3 一般 1.2km

浅草地区（H20～H22）1.2 基幹 1.1+2.7 = 3.8km
基幹 迫南方２期地区（H16～H22）1.1 9.2km

上沼地区（H20～H25）3.7 団緊 新寺浦地区（H22～H24） 1.5
団緊 峯前地区（H20～H23）0.5 要害浦地区（H22～H24） 1.0

米谷地区（H20～H23）2.0 神ノ木浦地区（H22～H24）0.8
番江地区（H20～H21）0.7 青木地区（H23～H24） 1.4
高森地区（H21～H22）0.9 4.7km

4.1 1,919.5+9.2+4.1+4.7=1,937.5km
・Ｈ２2での整備済み延長

Ｌ＝１，９２5．3ｋｍ 平成２６年度目標値 ５地区（県営のみ）
・Ｈ２２までの完了地区数 平成３１年度目標値 ５地区（県営のみ）

８９７地区
※1農道事業及びふる緊事業以外は対象外 H22以降新規予定地区（古川東部２期地区，
団体営は旧農道事業及びふる緊事業が対象 柳田峠２期地区，団農等）については，事業量が

※2足立地区は環境整備なので対象外 不明のため含めていない。
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様式－２

主要整備目標・指標８

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 大区画水田整備面積

指標管理課(班) 農村振興課（地域計画班）／農村整備課（ほ場整備班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

27,219 ha 29,500 ha 3１,500 ha

１ 目標・指標の内容
米所である本県は，太平洋沿岸部から奥羽山脈のふもとにかけて広がる広大な平野を利用し，

ササニシキ、ひとめぼれなどの稲作中心の水田農業が盛んです。
経営体育成基盤整備事業等の事業は，狭くて形がバラバラな水田を大きな水田に整備するのに

併せて，用水路，排水路や農道なども整備するほか，換地により，散らばった水田等をまとまっ
たものにし，コンバインなど大きな機械の使用と，よりよい水管理を行えるようにします。また，
地域の農業を将来的に支える担い手の育成と，これら担い手のもとへ農地を集めることにより，
農作物の生産性が上がる効率のいい農業の実現を目標としています。
さらに，より労働生産性の高い優良農地とするには，利用する農地を面的にまとまった形に集

積することが求められ，そのためには整備する水田を大区画にすることが効果的です。

２ 目標・指標設定の根拠
地域農業を将来的に支える担い手へ農地集積を促進し，その経営基盤の強化を図るには，条件

の悪い農地の整備を今後も推し進めていく必要があることから，水田整備面積を指標の１つとし
て設定していますが，更なる労働生産性の高い優良農地の整備の指標として大区画水田整備面積
を設定しました。
大区画ほ場整備面積については，地元の意向・要望を取り入れ調整して策定している「営農計

画」等に基づき計画されていますが，毎年度整備している大区画ほ場の整備面積の過去１０年間
のトレンドから算出するしました。
（参考）
一般的に整備する水田のうち，大区画は１ｈａ以上とされていますが，耕区が５０ａであれば，

簡易的な作業で畦畔を撤去でき，５０ａ水田２枚で１ｈａと考えることができるため，本県では
５０ａ以上に整備した水田を大区画水田と定義しています。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
H21年度までに50a以上の大区画に整備し 事業管理計画を基礎とし，毎年かけられると推

た水田面積を初期値として設定します。 測される▲5%のキャップ制予算から推計し，大
区画水田整備面積を算出しました。

（H21まで実績）
大区画水田整備面積＝27,219ha H26（中間年）

大区画水田整備面積＝27,219ha＋（74,500ー71,620）×89.7%

H21の宮城の水田面積：110,466ha ＝29,802ha

大区画水田整備率＝27,219÷110,466 改め29,500ha

＝24.6% H31（目標年）
大区画水田整備面積＝27,219ha＋（76,500ー71,620）×89.7%

＝31,596ha

改め31,500ha

（参考） （参考）

H12～H21の水田整備面積 ：13,098ha H21までの水田整備面積（実績）：71,620ha

H12～H21の大区画水田整備面積：11,756ha H26 〃 （目標）：74,500ha

10年間のトレンド：11,756÷13,098＝89.7% H31 〃 （目標）：76,500ha
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様式－２

主要整備目標・指標９

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 担い手育成数

指標管理課(班) 農村振興課（地域計画班）／農村整備課（ほ場整備班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

７５０経営体 １，３００経営体 １，４００経営体

１ 目標・指標の内容
水稲を中心とした地域の農業を継続的に行うためには，それを将来的に支える意欲と能力のあ

る担い手経営体を育成することが望まれます。そのためには，整備された農地での団地化，大型
機械化体系による低コスト農業の展開等により，担い手経営体の農業経営基盤の強化を図ること
が必要です。
担い手育成基盤整備事業，経営体育成基盤整備事業等の事業では，労働生産性の高い優良農地

を整備し，担い手経営体への農地集積を促進することで，担い手経営体を育成と地域農業の活性
化を促しています。
従って，事業による地域農業の活性化の指標として，育成された担い手経営体の総数を設定し

ました。

２ 目標・指標設定の根拠
経営体育成基盤整備事業等の実施にあたっては，実施地区のある市町村により基盤整備関連経

営体育成等促進計画等が策定され，事業により育成される認定農業者等の担い手経営体やそれら
に集積すべき農地面積が定められています。
そこで，事業により計画された担い手経営体の育成状況（育成数）を指標の１つとし，指標設

定については，現在把握できる平成５年以降採択の担い手育成基盤整備事業，経営体育成基盤整
備事業等の事業が完了した地区で育成された事業要件を満たす担い手経営体の総数とします。

※過去に完了している低コスト水田大区画ほ場整備事業（21世紀型水田農業モデルほ場整備促進
事業を含む）等については，現在の担い手数の把握が困難なため，担い手総数から除外する。

※対象地区のうち，基盤整備事業後のソフト事業が完了し，担い手数の調査・把握が困難な地区
は固定値とする。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
平成２１年度までに完了した経営体育成基盤 事業実施地区の基盤整備関連経営体育成等促進

整備事業等の実施地区77地区で，育成された 計画等による担い手経営体数から，事業完了年度
事業の要件を満たす担い手の総数を初期値とし の担い手の総数を算定し，目標値として設定しま
ます。 した。
（Ｈ21）
担い手数＝７５０経営体 H26（中間年） 1,300経営体

（完了地区数） （完了地区数：123地区）
担い手育成基盤整備事業：72地区
経営体育成基盤整備事業： 4地区 H31（目標年） 1,400経営体
土地改良総合整備事業 ： １地区 （完了地区数：133地区）

合計 77地区
（参考） （参考）

旧事業（21世紀型）26地区で把握している， （H22～H26）

457経営体を含めるとH21の担い手数は，以 担い手数：550経営体（完了地区数：46地区）

下のとおりである。 （H27～H31）

担い手数＝457＋750＝1,207経営体 担い手数：10０経営体（完了地区数：10地区）
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様式－２

主要整備目標・指標1０

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 農地・水・保全管理交付金事業の活動組織数

指標管理課(班) 農村振興課（農村振興対策チーム）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

517組織 517組織 517組織

１ 目標・指標の内容
平場地域の農村地域資源の保全・管理を定量的に表す成果目標として，農地・水・保全管理交

付金事業に係る協定面積を指標とする。

２ 目標・指標設定の根拠
農村は農林業を通じて人間と自然が共生する生活の場として，風土，生産活動，伝統文化が

調和することにより独自の景観が形作られている。
特に，平場の農村地域では，過疎化，高齢化，農家数の減少等の影響を受け，耕作放棄地の増

加や農業用施設の維持管理の低下が懸念され，豊かな農村景観など農業・農村の多面的機能の維
持が難しい状況となっている。このため，これまで継続して農業生産活動を行い維持してきた農
地・農業用水をはじめとする地域資源の損失を抑止することが課題となっている。
このような状況を踏まえ，平場の農村地域では，農地・農業用水等の資源が将来にわたって持

続的に保全及び管理されるよう，農業者だけでなく地域住民等の多様な主体の参画を得て，農村
環境の保全活動等に取り組むことが重要であることから，平場地域の農村地域資源の保全・管理
に係る協定を締結して保全活動を実施する組織数を目標指標とする。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値（Ｈ２２） ●目標値（Ｈ２７，Ｈ３２）
農地・水保全管理交付金事業（旧農地・水・ 平成2２年度に展開している保全活動を実施

環境保全向上対策は平成19年度から５ヶ年間 する５１７組織を，今後ともも減少させることが
の事業として事業化されており，最新の実績値 ないよう，平成2７年度，平成3２年度の目標を
である平成2２年度の５１７組織を初期値とす ともに５１７組織と設定する。
る。
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様式－２

主要整備目標・指標1１

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 中山間地域等直接支払制度の協定数

指標管理課(班) 農村振興課（農村振興対策チーム）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

229協定 229協定 229協定

１ 目標・指標の内容
中山間地域において、農業生産活動を行う農業者に対し直接支払いを実施し、担い手の減少、

耕作放棄地の増加等による農業の多面的機能の低下を防ぐ。

２ 目標・指標設定の根拠
厳しさを増す中山間地域の農業生産活動を行い維持してきた農地・農業用水をはじめとする地

域資源の損失を抑止し，農業・農村の多面的な機能の発揮を図る取組として，中山間地域等直接
支払制度の協定を締結した保全活動協定数を整備指標として設定します。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値（Ｈ２２） ●目標値（Ｈ２７，Ｈ３２）
中山間地域等直接支払は平成２２年度から第 平成2２年度に展開している229協定を，今後

３期（５ヶ年間）の事業として事業化されてお ともも減少させることがないよう，平成2７年度，
り，最新の実績値である平成2２年度の229協 平成3２年度の目標をともに２２９協定と設定す
定を初期値とする。 る。
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様式－２

主要整備目標・指標１２

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 環境配慮対策実施地区数

指標管理課(班) 農村振興課地域計画班

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

55地区 １１５地区 １４９地区

１ 目標・指標の内容
平成１３年の土地改良法の改正に伴い，環境との調和に配慮した整備が，農業農村整備事業を

実施する際の原則として位置づけられたことから，現在，全ての事業実施地区及び新規事業地区
において，環境との調和に配慮した整備が実施されている。
このことから，整備指標については，農業農村整備事業の面的及び線的事業の完了地区数とす

る。（etc ほ場整備事業，かんがい排水事業，湛水防除，広域農道，農免農道。）

※ 事業実施地区では，環境に配慮した箇所数が全て一律でないことから，事業完了(年度)地区
を基準とし，環境に配慮した地区数(累積)を指標とする。

２ 目標・指標設定の根拠
宮城県農業農村整備事業等実施要綱に基づき，毎年度策定する事業継続中の実施地区及び新規

事業地区等が分かる農業農村整備事業等管理計画より，地区数の把握を行う。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
農業農村整備事業における環境との調和への 計画中間時（Ｈ２７）

配慮取り組み状況の平成１４年度から平成２２ 農業農村整備事業等事業管理計画を基に，平成
年度までの累積地区数を基礎としている。 2３～2７年度における農業農村整備事業の面的

及び線的事業の完了予定地区数(累積)をピックア
Ｈ１４年度 －地区 ップしたものに，平成14年度からの累積地区数
Ｈ１５年度 －地区 を加算し設定している。
Ｈ１６年度 ５地区 Ｈ23年度 16地区 Ｈ24年度 24地区
Ｈ１７年度 ５地区 Ｈ25年度 ７地区 Ｈ26年度 ６地区
Ｈ１８年度 ９地区 Ｈ27年度 ７地区
Ｈ１９年度 ６地区
Ｈ２０年度 ６地区 Ｈ14年度～Ｈ27年度の累積地区数115地区
Ｈ２１年度 １１地区
Ｈ２２年度 １３地区 目標（Ｈ３2）

農業農村整備事業等事業管理計画を基に，平成
Ｈ１４年度～Ｈ２２年度の累積地区数５５地区 2３～32年度における農業農村整備事業の面的

及び線的事業の完了予定地区数(累積)をピックア
ップしたものに，平成14年度からの累積地区数
を加算し設定している。
Ｈ23年度 16地区 Ｈ24年度 24地区
Ｈ25年度 ７地区 Ｈ26年度 ６地区
Ｈ27年度 ７地区 Ｈ28年度 10地区
Ｈ29年度 １地区 Ｈ30年度 ２地区
Ｈ31年度 ８地区 Ｈ32年度 13地区

Ｈ14年度～Ｈ32年度の累積地区数149地区
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様式－２

主要整備目標・指標1３

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 主要な都市農山漁村交流拠点施設数

指標管理課(班) 農村振興課（企画調整班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（H21） （H27） （H32）

６84ヶ所 696ヶ所 706ヶ所

１ 目標・指標の内容
都市と農村の共生・対流を通じた農村活性化の展開を図る成果指標として，グリ－ン・ツ－リ

ズムの促進を定量的に表すため，都市と農山漁村の交流に係る主要な拠点施設（農林漁家民宿，
民泊登録農林漁家，ワ－キングホリデ－受入農林漁家，農林漁家レストラン，農産物直売所，公
設宿泊施設）の施設数を指標とする。

２ 目標・指標設定の根拠
定住人口の期待ができない農山漁村においては，都市住民を対象とする交流人口の増加が地域

活性化のキ－ワ－ドになっており，自然環境，食材，伝統文化等を活かした交流活動の促進を図
るグリ－ン・ツ－リズムが脚光を浴びている。
そのことから，グリ－ン・ツ－リズムの促進を定量的に表す方法として，都市と農山漁村の交

流人口の増加を掲げ，主要な交流拠点施設（農林漁家民宿，民泊登録農林漁家，ワ－キングホリ
デ－受入農家，農林漁家レストラン，農産物直売所，公設宿泊施設）の施設数を目標指標とする。
なお，本成果指標は，子ども農山漁村交流プロジェクト等の新たな顧客ニ－ズへの対応も考慮

しており，教育機関等と連携した交流機会を提供，法制度面の整備（規制緩和等），実践者及び地
域ツ－リズム組織等の育成，農林漁家民宿等の起業支援等を行い，利用者数の増加を目指してい
くこととする。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
主要な交流拠点施設（①農林漁家民宿，②民 基本的に，初期値（H21）に年間増加施設数

泊登録農林漁家，③ﾜ-ｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞ-受入農林漁家，を加算して算定する。目標とする施設数は，①，
④農林漁家レストラン，⑤農産物直売所，⑥公 ③については各圏域毎に２箇所，②，④，⑤，⑥
設宿泊施設）施設数の最新の実績値である平成 は現状維持を目標とする。
21年度を初期値とする。

①農林漁家民宿数 ：6ヶ所 年間増加数 H27 H32
②民泊登録農林漁家数：403ヶ所 ① 1ヶ所 12ヶ所 17ヶ所
③ﾜ-ｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞ-受入農林漁家数：3ヶ所 ② 0ヶ所 403ヶ所 403ヶ所
④農林漁家レストラン数：42ヶ所 ③ 1ヶ所 9ヶ所 14ヶ所
⑤農産物直売所数 ：197ヶ所 ④ 0ヶ所 42ヶ所 42ヶ所
⑥公設宿泊施設数 ：33ヶ所 ⑤ 0ヶ所 197ヶ所 197ヶ所

⑥ 0ヶ所 33ヶ所 33ヶ所
計 684ヶ所

②196(H18),229(H19),259(H20),403(H21) 計 26ヶ所 696ヶ所 706ヶ所
((229-196)+(259-229)+(403-259))/3=
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様式－２

主要整備目標・指標1４

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 農業集落における下水道整備人口

指標管理課(班) 農村整備課（農村環境整備班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２７） （Ｈ３２）

８６，４２９人 ９２，１８９人 ９２，９２０人

１ 目標・指標の内容
農村地域における混住化の進行，生活様式の高度化，農業生産方式の変貌等により農業用水の

汚濁が進行し農作物の生育障害，悪臭の発生などが懸念されている。これらの状況を改善するた
め，し尿，生活雑排水等を処理する施設の整備が必要となっている。
また，農村地域は下水道の整備が遅れており，都市部との格差が広がる傾向にあることから，

快適で活力のある暮らしと良好な生活環境を提供するために農村地域の一体的な集落排水施設の
整備を計画的に行う必要がある。

２ 目標・指標設定の根拠
近年の人口減少や高齢化の本格化，地域社会構造の変化，市町村合併等で汚水処理整備の効率

化が急務となっているため平成２１年度に生活排水処理基本構想の見直しを行った。
平成２１年度の構想見直しでは，平成３２年度までの生活排水処理施設整備目標を設定してい

るため，この目標から平成２７年度目標を推定し設定している。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値

Ｈ２１年度の実績値８６，４２９人 平成２１年度生活排水処理基本構想の平成３２
年度生活排水処理施設整備目標を人口の推移及び
完了地区人口（４地区）から推測して平成２７年
度目標を設定した。

Ｈ２７年度目標値
Ｈ２１年度実績＋人口の推移＋完了地区人口
８６，４２９＋１，２１０＋４，５５０

＝９２，１８９

Ｈ３２年度目標値
９２，９２０人
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様式－２

主要整備目標・指標1５

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 老朽化等防潮水門の耐震化・遠隔化を含めた改修施設数

指標管理課(班) 農村整備課（防災対策班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

２箇所 ３箇所 ３箇所

１ 目標・指標の内容
農地海岸は，背後の優良な農地とそこで展開される農業生産活動をまもり，地域の活性化を図

る重要な役割を担っています。
このため農地海岸を高潮，津波，波浪及び侵食等による災害からまもるとともに，豊かで潤い

のある海岸環境の保全と創出を図るため，海岸保全施設並びに海岸環境の整備を積極的に推進し
てきました。
しかしながら，施設の老朽化や高確率で発生が予測されている宮城県沖地震をはじめとする大

規模地震に対応するため，所要の耐震性を確保しながら，必要な更新・整備を計画的に実施しな
ければならない状況となっています。

２ 目標・指標設定の根拠
施設の老朽化等から確実な運転・操作が困難となっている防潮水門について，耐震化・遠隔操

作化を含めて，改修を実施します。
なお，本項目は県の最上位計画である「宮城の将来ビジョン」（取組３１）に関する“目標達成

のための個別取組”として掲載されているほか，震災対策推進条例に基づく「第２次みやぎ震災
対策アクションプラン」（施策項目１９）にも位置付けられており，県の重要な取組の一つとなっ
ています。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値

・防潮水門の耐震化を含めた改修 Ｈ２３～Ｈ２７ １箇所

Ｈ２２まで ２箇所 Ｈ２８～Ｈ３２ ０箇所
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様式－２

主要整備目標・指標1６

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 老朽ため池等の改修地区数

指標管理課(班) 農村振興課（地域計画班）／農村整備課（防災対策班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

－ 地区 ８地区 ２８地区

１ 目標・指標の内容
農用地及び農業用施設の自然災害の発生を未然に防止し，農業生産の維持及び農業経営の安定

を図り，併せて国土及び環境の保全に資することを目的として実施するものである。
(１) ため池整備工事

築造後における自然的・社会的状況の変化等に対応する場合又は人命，人家，公共施設等
に被害を及ぼす災害が発生するおそれがある場合に，早急に整備を要する農業用ため池の新
設若しくは変更又は新設と併せ行うため池の廃止及びこれらの附帯施設の整備

(２) 用排水施設整備工事
築造後における自然的・社会的状況の変化等により早急に整備を要する頭首工，樋門，用

排水機場，水路等の変更又は当該施設に代わる農業用用排水施設の新設及びこれらの附帯施
設の整備

２ 目標・指標設定の根拠
本項目は，震災対策推進条例に基づく「第２次みやぎ震災対策アクションプラン」（施策項目１

９）に位置付けられており，県の重要な取組の一つとなっています。
よって，主に次に該当し，関係市町村等の要望や緊急性を考慮し計画的に整備を実施します。

大規模 県営 受益面積100ha以上で，総事業費が8,000万円以上
（中山間地域の場合は，受益面積が70ha以上で，3,000万円以上）

小規模 県営 受益面積 2ha以上で，総事業費が5,000万円以上
※2ha以上10ha未満の場合は高度な技術を要する場合に限る。

注意：但し，受益面積が10ha未満のものは以下の要件のすべてに該当するものに限る。
・貯水量が1,000立方ﾒｰﾄﾙ以上であること。 ・関係する農家が2戸以上あること。
・周辺住民の生命に対する危険又は主要な公共施設に対する被害が予想される。
・災害防止のため応急工事等を実施したものであること。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
◇ため池整備 ◇用排水施設整備

計画期間であるH23～H32までの１０年間 H25 勝負沢，田中 H23 宝江
の整備量とするため，初期値はゼロとします。 H26 馬牛沼，砂子沢 H24 州崎
また，データについては事業完了年度に積み H25 八宮，上沼３期

上げていきます。 ◆Ｈ２７目標値 ８地区(た4地区+用4地区)
H28 貝抜沢，長沢

下葉の木沢
H29 内町，大上
H30 仙石，大角， H30 八ヶ村堰

沢田，根古
H31 猿田，松森 H31 三郡矢本線排水路

刈又沢
H32 池田，志田堤 H32 門沢

大日向，小友，新田
◆Ｈ３２目標値 ２８地区(た21地区+用7地区)
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様式－２

主要整備目標・指標1７

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 湛水被害を防止する排水機場の設置数

指標管理課(班) 農村振興課（地域計画班）／農村整備課（防災対策班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２２） （Ｈ２7） （Ｈ３2）

２箇所 ５箇所 ５箇所

１ 目標・指標の内容
農用地及び農業用施設の自然災害の発生を未然に防止し，農業生産の維持及び農業経営の安定

を図り，併せて国土及び環境の保全に資することを目的として，立地条件の変化により，湛水被
害を生ずるおそれのある地域で，これを防止するために行う排水機場，排水路等の新設又は改修
を行うものである。

２ 目標・指標設定の根拠
本項目は，震災対策推進条例に基づく「第２次みやぎ震災対策アクションプラン」（施策項目１

９）に位置付けられており，県の重要な取組の一つとなっています。
よって，主に次に該当し，関係市町村等の要望や緊急性を考慮し計画的に整備を実施します。
かつて応急湛水排除事業が実施された地域において，
大 規 模

ア 排水施設整備工事及び湛水防除施設改修工事
(1) 受益面積 400ha以上
(2) 総事業費 ５億円以上

イ 排水管理施設整備工事
受益面積 1,000ha以上

小 規 模
ア 排水施設整備工事及び湛水防除施設改修工事

(1) 受益面積 30ha以上
(2) 総事業費 5,000万円以上

イ 排水管理施設整備工事
受益面積 100ha以上

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値

計画期間であるH23～H32までの１０年間 ◇H22まで 幡谷，青木 ２地区
の整備量とするため，初期値はゼロとします。
また，データについては事業完了年度に積み H23 前川

上げていきます。 H24 槻木
H25 加々巻

◆Ｈ２７目標値 ５地区(2地区+3地区)

◆Ｈ３２目標値 ５地区(2地区+3地区)
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様式－２

主要整備目標・指標１８

「みやぎ農業農村整備基本計画」

主要・目標指標 農村災害支援技術者数の育成数

指標管理課(班) 農村整備課（防災対策班）

初 期 値 計 画 中 間 時 目 標
（Ｈ２１） （Ｈ２６） （Ｈ３１）

６８人 ７８人 ８８人

１ 目標・指標の内容
成果指標は，施設整備による農地等の被害防止面積としています。
防災・減災に関し自助，共助，公助による対応が求められているところであり，農地・農業用

施設の災害に関しても，行政だけでなく地域住民等の幅広い参画の重要性が高まっています。
近年，農村地域の過疎化や混住化の進展及び農家の減少・高齢化に伴ない，農地・農業用施設

を管理する農家及び農村の地域防災能力が低下してきています。
一方，災害復旧事業の事業主体である市町村等では技術者の不足等から，大規模災害発生時に

は災害復旧に適切に対応できる体制が十分とはいえない状況です。このため，農地・農業用施設
が被災した場合の被害の拡大防止や早期復旧に迅速に対応できる支援体制が必要となっており，
被災市町村等への災害応急対策や災害復旧業務の支援を図るため，一定の技術水準を持った技術
者が「農村災害復旧専門技術者」として認定され，被災市町村等の支援要請に応じ活動すること
としています。
特に，被災地や当該近隣に在住する農村災害復旧専門技術者にあっては，地理的情報に精通し

ており迅速な復旧対応が図られることから，「農村災害支援技術者数」を整備目標とします。

２ 目標・指標設定の根拠
農村災害復旧専門技術者の具体の活動としては，

① 農地・農業用施設の被災状況の把握，写真撮影等に関する技術的助言・指導
② 応急対策や地域の安全確保を図るための具体的措置について，技術的な助言
③ 災害復旧事業制度の運用等に関する技術的助言・判断
④ 現地の地理的状況，復旧工法，被災施設既存資料など応援技術者への情報提供
などです。
従って，農村災害復旧専門技術者は，災害復旧に関する一定の技術力が求められ，農地・農業

用施設の構造，農業利水や農業用施設の維持管理の特徴等を踏まえた，設計・施工・管理等に関
する豊富な知識と経験を有している者が認定委員会の意見を聞いて認定され，農村防災・災害対
策連絡会(事務局：水土里ネット宮城）に登録・管理されることとなっています。
特に，被災地や当該近隣に在住する農村災害復旧専門技術者にあっては，地理的情報に精通し

ており迅速な復旧対応が図られることから，「農村災害支援技術者数」を整備目標とします。

３ 初期値及び目標値算出根拠

●初期値 ●目標値
H21.12月末現在で登録されている農村災害 年間２名を新たに農村災害支援技術者として育

復旧専門技術者数を初期値に設定します。 成していきます。

農村災害復旧専門技術者数＝６８人 H26 68人＋2人/年×5年 ＝78人

H31 68人＋2人/年×10年＝88人




